
１　売 買 物 品

数 量 単位 金　　額

　

　

　

２　契 約 金 額
￥

￥　　　　　 .-

３　契約保証金額

４　納 品 期 限

５　納 品 場 所

６　契約代金の支払時期　  適法な支払請求書を提出した日から３０日以内の日　

（１）   納品期限を厳守すること。

（２）

（３） 　契約の目的物の引渡しをするときは、納品書を提出して、検査を受けること。

（４）

（供給人） 住 所

名 称

氏 名

　公益財団法人岡崎市学校給食協会理事長　

 

請　　　書

うち取引に係る消費税
及び地方消費税の額

　上記の物件供給をお請けするについては、次の事項を確実に守り誠実に契約履行をいたし
ます。

　供給人の責めに帰すべき事由により納品期限までに完納できない場合において
は、契約金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止法等に関する法律
第８条第１項の規定に基づき財務大臣が決定する率を計算した額の損害金を納める
こと。

単　　価品　　　名 規 格・品 質

　履行提供に伴う検査によって不合格品となったものについては、指定の期限まで
に代品の提供若しくは補修を行うこと。

　

　

　

令和　　　年　　　月　　　日

免　　除

　　令和　　　年　　　月　　　日




